
篠栗町の歴史と伝統ある夏の風物詩が今年も開催されます。

情緒あふれる旧道を祇園山笠が走るほか、楽しい子ども神

輿や吹奏楽パレードが行われます。100以上軒を連ねる露店も、

大変にぎやかです。そして、まつりのクライマックスは、納涼花

火大会。1,200発の花火が夜空を鮮やかに彩ります。

　ご家族やお友達、恋人と。夏を感じに、篠栗へぜひお越しください。

日程　7月9日(土)

内容　 篠栗祇園山笠・子ども神輿・吹奏楽パレード・納涼花火

大会など

※ 時間などは未定ですので、詳細は篠栗町ホームページをご覧

になるかお問い合わせください。

問 篠栗町祇園夏まつり振興会（篠栗町商工会内）

　 ☎947-4141 

　 篠栗町HP　http://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/

糟屋の夏に一番乗り！篠栗祇園夏まつり

次回は9月号。粕屋町のイベント情報をお知らせします。お楽しみに！

この企画は、糟屋地区各市町の広報担当者
が、我が町をPRし、糟屋地区の地域振興に
貢献することを目的として行なっています。

　問…問い合わせ先　
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問 子ども教育課　☎ 932-1459（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　 ☎ 932-1151（内線 241）

問 子ども教育課　☎ 932-1459（ダイヤルイン）
　 　 　　　　　　 　☎ 932-1151（内線245）

　就学援助は、経済的な理由によって就学が困難な児
童生徒の保護者に、学用品費・給食費などの一部を援
助する制度です。前年所得などによって審査を行い、
認定されれば援助を受けることができます。申請を希
望される場合は、子ども教育課へお越しください。
※ ５月下旬に、小中学校より全児童生徒にお知らせのプ

リントを配布しました。
※ これまでに援助を受けた世帯も、毎年申請をしないと就

学援助を受けることができませんのでご注意ください。

▼対象者　�生活保護（教育扶助）に準ずる程度に経
済的に困っている世帯

※生活保護（教育扶助）を受けている世帯は対象になりません。

▼受付期限　６月17日（金）まで
※ 月曜〜金曜　８時30分〜17時15分まで受付。
※６月15日（水）は、夜間役場のため20時まで受付。

▼申請に必要なもの　
●印鑑（認印）　●校納金振替口座の通帳
●就学援助申請書（子ども教育課窓口備え付け）
● 所得証明書（平成28年１月２日以降に、須恵町に

転入した世帯のみ、18歳以上の人全員分必要）
● 遺族年金・障害年金、児童扶養手当の証書など（該当者のみ）

▼援助期間
　受付期間中の申請の場合は、４月分から援助。
　受付期間後の申請の場合は、その翌月分から援助。

▼援助費支給時期　８月末、12月末、３月末の年３回

問 子ども教育課　☎ 932-1459（ダイヤルイン）
　 　 　　　　　　 　☎ 932-1151（内線241）

小中学生の
就学援助申請受付について

　現在、小学生のお子さんがいるご家庭と、来春小
学１年生になるお子さんがいるご家庭を対象に、特
別支援教育に関する相談会を実施します。
　落ち着きがない、友だちと遊べない、言葉が遅れ
ている、学習についていけていないのでは ･･･ など、
お子さんのことで日ごろから心配していることがあ
れば、お気軽にご相談ください。
　相談は、町内の小中学校教師や専門の先生、子ど
も教育課職員が対応します。

▼日　　時　８月５日（金）13時30分〜17時
　　　　　　個別相談（１家庭30分以内）

▼場　　所　アザレアホール須恵

▼申込期限　7月11日（月）まで
※相談を希望される人は、子ども教育課備え付けの相談申
　込書に必要事項をご記入の上、提出してください。

　「心と体の発達」巡回教育相談では、お子さんの心
と体の発達状況について、心配していることや不安
に思われていることについて専門家が相談に応じま
す。お子さんの現在の状況を正しく理解し、その能
力や適性を十分に伸ばせるように、就学前児の保護
者を対象に相談を実施します。お子さんの発達を正
しく理解することは、将来を考える上で大切なこと
です。この機会にぜひご相談ください。

▼相談日時
　７月21日（木）９時〜16時30分
※個人面談をしますので、時間については、後日、申込者に 
　案内します。

▼申込先
　子ども教育課

▼申し込みに必要なもの
　巡回教育相談申込書
　（子ども教育課窓口備え付け）

▼相談会場
　須恵町役場庁舎、または近隣の施設など（予定）

▼相談対象
　就学前児の保護者

▼相談内容
●日常生活で困っていること
●子どもの発達、発育障がいに関すること
●幼稚園などで困っていること
●入学に関することや心配なこと　など

▼相談員
　特別支援学校教諭、巡回教育相談員

▼申込期限

　6月17日（金）まで

平成28年度「心と体の発達」
巡回教育相談

特別支援教育
相談会のお知らせ

役場からのインフォメーション i
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まだ回答がお済みでない場合は、お早めのご回答

をよろしくお願いいたします。


